
千曲市循環バスをスクールバスとして兼用できないか 

 

【ご意見】（令和７年 11月４日受付） 

  

就学する子供たちの安全性と利便性の向上を考えたとき、この考え

に至りました。決して安全とは言えない歩道及び路側帯を通行する子

どもたち、たびたび耳にする通学路で事故に巻き込まれた児童のニュ

ース、不審者情報、クマ、野犬のこと。それにたいする、対策や現状は満

足なものには思えません。 

 

【回答】 

本市の循環バスは、登下校時にもご利用いただくことが可能ですので、

ご活用ください。 

また、本市では遠距離通学の児童生徒に対し、通年または冬期間のみの

循環バスの無料乗車券等を交付し、通学に対する支援を実施しております。 

ただし、循環バスは全ての市民の皆さまの公共交通であり、児童生徒のた

めだけに運行するものではないため、スクールバスとしての活用に重点を

置くことは困難ですので、その点はご理解をお願いいたします。 

一方、児童生徒の通学時の安全対策といたしましては、「千曲市通学路

交通安全プログラム」を策定し、各小学校のボランティアのみなさんで組

織される「子どもを守る会（総称）」を含む関係機関とも連携し、通学路

の安全点検を実施しています。この点検結果に基づき安全対策を講じ、危

険箇所の改善を計画的に行っていますので、ご理解をお願いします。 

引き続き、子どもたちの安心・安全な通学環境づくりに向け、ご協力を

いただきますようお願い申し上げます。 

 

担当 総合政策課 


